
自
動
車
関
係
手
続
に
お
け
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
活
用
の
た
め
の
道
路
運
送
車
両
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案
要
綱

自
動
車
関
係
手
続
に
お
け
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
活
用
の
た
め
の
道
路
運
送
車
両
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第

一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
期
日
を
平
成
十
七
年
五
月
二
十
五
日
と
す
る
こ
と
。



政
令
第

号

自
動
車
関
係
手
続
に
お
け
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
活
用
の
た
め
の
道
路
運
送
車
両
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
自
動
車
関
係
手
続
に
お
け
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
活
用
の
た
め
の
道
路
運
送
車
両
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
五
号
）
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

自
動
車
関
係
手
続
に
お
け
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
活
用
の
た
め
の
道
路
運
送
車
両
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第

一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
七
年
五
月
二
十
五
日
と
す
る
。



理

由

自
動
車
関
係
手
続
に
お
け
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
活
用
の
た
め
の
道
路
運
送
車
両
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部

の
施
行
期
日
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。



自
動
車
関
係
手
続
に
お
け
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
活
用
の
た
め
の
道
路
運
送
車
両
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案
参
照
条

文

○
自
動
車
関
係
手
続
に
お
け
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
活
用
の
た
め
の
道
路
運
送
車
両
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
五
月
二
十
六
日
法
律
第
五
十
五
号
）

（
抄
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
道
路
運
送
車
両
法
第
三
十
六
条
の

二
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
法
第
百
条
第
一
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。



自
動
車
関
係
手
続
に
お
け
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
活
用
の
た
め
の
道
路
運
送
車
両
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要

綱

（
傍
線
部
分
は
、
今
回
施
行
期
日
を
定
め
る
分
）

第
一

道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
改
正

１

民
間
機
関
が
交
付
す
る
証
明
書
の
提
出
の
簡
素
化

一

自
動
車
の
新
規
登
録
等
の
申
請
を
す
る
者
は
、
申
請
の
際
に
提
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
譲
渡
証
明
書
、
完
成
検

査
終
了
証
、
保
安
基
準
適
合
証
又
は
限
定
保
安
基
準
適
合
証
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
２
の
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供

さ
れ
た
こ
と
を
申
請
書
に
記
載
す
る
こ
と
を
も
っ
て
当
該
証
明
書
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
第
四
項
、
第
五
十
九
条
第
四
項
及
び
第
九
十
四
条
の
五
第
九
項
関
係
）

二

自
動
車
を
譲
渡
す
る
者
は
、
譲
渡
証
明
書
の
交
付
に
代
え
て
、
当
該
譲
受
人
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
譲
渡
証
明
書
に

記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
２
の
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
当
該
譲

渡
証
明
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
自
動
車
を
譲
渡
す
る
者
は
、
当

該
譲
渡
証
明
書
を
当
該
譲
受
人
に
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
と
す
る
こ
と
。



（
第
三
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
関
係
）

三

自
動
車
の
型
式
の
指
定
の
申
請
を
し
た
者
は
、
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
に
係
る
完
成
検
査
終
了

証
の
発
行
及
び
交
付
に
代
え
て
、
当
該
自
動
車
の
譲
受
人
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
完
成
検
査
終
了
証
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
２
の
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
当
該
完
成
検
査
終
了
証

に
記
載
す
べ
き
事
項
が
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
自
動
車
の
型
式
の
指
定
の
申
請
を
し
た
者

は
、
当
該
完
成
検
査
終
了
証
を
発
行
し
、
こ
れ
を
当
該
譲
受
人
に
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
十
五
条
第
五
項
及
び
第
六
項
関
係
）

四

指
定
自
動
車
整
備
事
業
者
は
、
自
動
車
に
係
る
保
安
基
準
適
合
証
又
は
限
定
保
安
基
準
適
合
証
の
交
付
に
代
え
て
、

当
該
自
動
車
に
係
る
依
頼
者
の
承
諾
を
得
て
、
当
該
保
安
基
準
適
合
証
又
は
限
定
保
安
基
準
適
合
証
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
２
の
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
当
該
保
安
基
準
適
合
証

又
は
限
定
保
安
基
準
適
合
証
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
指
定
自
動
車

整
備
事
業
者
は
、
当
該
保
安
基
準
適
合
証
又
は
限
定
保
安
基
準
適
合
証
を
当
該
依
頼
者
に
交
付
し
た
も
の
と
み
な
す
こ

と
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
十
四
条
の
五
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
九
十
四
条
の
五
の
二
第
二
項
関
係
）



２

登
録
情
報
処
理
機
関

国
土
交
通
大
臣
は
、
譲
渡
証
明
書
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
提
供
を
受
け
、
当
該
提
供
を
し
た
者
に
つ
い
て
の
確
認
を

行
い
、
及
び
国
土
交
通
大
臣
の
照
会
に
対
し
て
回
答
す
る
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
、
当
該
者
が
一
定
の

基
準
を
満
た
す
場
合
に
は
登
録
情
報
処
理
機
関
と
し
て
登
録
す
る
こ
と
と
し
、
所
要
の
監
督
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
十
六
条
の
二
か
ら
第
九
十
六
条
の
十
四
ま
で
及
び
第
百
条
第
一
項
関
係
）

３

自
動
車
税
等
の
納
付
に
係
る
書
面
の
提
示
の
簡
素
化

自
動
車
の
継
続
検
査
の
申
請
を
す
る
者
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
自
動
車
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
面

の
提
示
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
面
の
提
示
に
代
え
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
自
動
車
税
等
を
課
し
た
地
方
公
共
団
体
に

そ
の
額
の
納
付
の
有
無
の
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
十
七
条
の
二
関
係
）

４

手
数
料
の
納
付
方
法
に
係
る
規
定
の
整
備

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
自
動
車
の
新
規
登
録
等
の
申
請
等
を
す
る
者
が
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
内

に
手
数
料
を
納
付
し
な
い
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
当
該
申
請
等
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。



（
第
百
二
条
第
三
項
関
係
）

５

回
送
運
行
許
可
期
間
の
延
長
等

回
送
運
行
の
許
可
を
営
業
所
単
位
か
ら
事
業
者
単
位
に
変
更
す
る
と
と
も
に
、
回
送
運
行
の
許
可
及
び
許
可
証
の
有
効

期
間
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
五
年
以
内
及
び
一
年
以
内
に
延
長
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
六
条
の
二
関
係
）

６

そ
の
他

所
要
の
罰
則
を
整
備
す
る
こ
と
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
二

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
の
一
部
改
正

自
動
車
の
新
規
登
録
等
に
係
る
処
分
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
険
会
社
に
委
託
し
て
、
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険

証
明
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
前
記
第
一
の
２
の
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
し
、
当
該
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
証
明
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
登
録
情
報
処
理
機
関
に
提
供
さ
れ
た
と
き
は
、

当
該
処
分
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
証
明
書
を
当
該
行
政
庁
に
提
示
し
た
も
の
と
み
な

す
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
関
係
）

第
三

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正



１

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
を
証
す
る
書
面
の
提
出
の
簡
素
化

自
動
車
の
新
規
登
録
等
に
係
る
処
分
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
警
察
署
長
に
対
し
て
、
当
該
自
動
車
の
保
管
場
所
の

確
保
を
証
す
る
書
面
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
通
知
を
当
該
行
政
庁
に
対
し
て
行
う
べ
き
こ
と
を
申
請
し

た
と
き
は
、
当
該
行
政
庁
に
対
す
る
当
該
書
面
の
提
出
を
行
わ
な
く
て
も
よ
い
こ
と
と
し
、
当
該
行
政
庁
は
、
当
該
書
面

の
提
出
又
は
当
該
通
知
が
な
い
と
き
は
、
当
該
処
分
を
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

２

そ
の
他

所
要
の
罰
則
を
整
備
す
る
こ
と
そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
四

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
へ
の
登
録
又
は
自
動
車
検
査
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
資
金
管
理
法
人
に
委
託
し
て

預
託
証
明
書
に
相
当
す
る
通
知
を
前
記
第
一
の
２
の
登
録
情
報
処
理
機
関
に
対
し
て
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
預
託
証
明
書
を

国
土
交
通
大
臣
等
に
提
示
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
十
四
条
関
係
）

第
五

附
則
関
係

１

施
行
期
日



こ
の
法
律
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
第
一
の
２
（
登
録
情
報
処
理
機
関
）
の
う
ち
罰
則
に
係
る
部
分
以
外
の
改
正
及
び
５
（
回
送
運
行
許
可
期

間
の
延
長
等
）
の
改
正
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

２

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
八
条
ま
で
関
係
）


